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１ こども未来戦略（令和5年12月22日閣議決定）

国は、現在直面している最大の危機である「少子化」の異次元の対策を実現するため、こども未来戦略を

策定し、こども・子育て政策強化に向け、 3つの基本理念や今後3年間の集中的な取組みである

「加速化プラン」において具体的な施策を明記。

１ 国の動向

こども・子育て政策の強化：３つの基本理念

• 若い世代の所得を増やす

• 社会全体の構造・意識を変える

• 全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する

「加速化プラン」において実施する具体的な施策

• ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組

• 全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充

• 共働き・とも育ての推進

• こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

３



２ 「こども誰でも通園制度」の創設

国は、加速化プランにおける全ての子育て家庭を対象とする保育の拡充策として「こども誰でも通園制度」の創設を明

記し、以下のスケジュールで進めることを決定。

【制度創設について（こども未来戦略一部抜粋）】

０～２歳児の約６割を占める未就園児を含め、子育て家庭の多くが「孤立した育児」 の中で不安や悩みを抱えて

おり、支援の強化を求める意見がある。全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全て

の子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保

育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通

園給付（「こども誰でも通園制度（仮称）」）を創設する。

１ 国の動向

４



３ 法律上の制度化について （子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）

令和６年６月に改正子育て支援法が成立し、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について、

以下の通り規定。（通園支援事業については、令和７年４月施行、支援給付については令和８年４月施行）

１ 国の動向

５



４ こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会について

こども家庭庁は、令和７年度からの制度化及び令和８年度からの本格実施に向けて、学識経験者等による
検討会を設置。

令和6年６月２６日  こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会の立ち上げ

 ７月～１２月 数回議論

           １２月  中間とりまとめ（３月頃 とりまとめ）

１ 国の動向

６



令和６年  ３月      こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行

的事業補正予算化

(全額繰越明許費）

 事業者募集開始 【国制度と同内容で実施】

令和６年  ４月   事業者決定（１５施設）

令和６年  ５月 利用者募集開始

令和６年  ６月 利用者施設事前登録開始

令和６年  ７月 施設利用開始

 事業者追加決定（２４施設）

２ 本市のこれまでの経緯

７



①利用者目線
⚫ 対象者 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業所等に

通っていない０歳６か月児～２歳児（満３歳児は対象外）

⚫ 利用時間上限 月１０時間

⚫ 保護者負担額 300円/人/時間

⚫ 利用調整 施設と利用者の私的契約

②事業者目線
⚫ 実施施設 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園等 （指定施設は次ページ）

⚫ 利用料収入 委託料850円/人/時間（障害児は400円加算）

⚫ 設備基準 一時預かり事業と同等（面積要件（0・1歳児：3.3㎡、2歳児：1.98㎡）ほか）

⚫ 保育士の配置 原則、専従職員を2人以上配置

⚫ 利用者の選考 利用可能枠の範囲で利用の申し込みがあった場合には、 当該こどもを受入れ

⚫ 開所日時 曜日・時間限定も可

⚫ その他補助制度 改修費、賃借料補助あり

３ 試行的事業の概要

８

＜事業者の収入（1人・1時間当たり）＞
保護者負担300円＋委託料850円＝1,150円



試行事業実施認定施設の状況（R6.9. 1現在）

計２４施設

保育所１３施設、認定こども園６施設、幼稚園２施設、小規模保育所２施設、その他１施設

３ 試行的事業の概要

９

0歳児 1歳児 2歳児

認定こども園　はまの幼稚園 中央区浜野町663-1 認定こども園

キートスチャイルドケア新千葉 中央区新千葉1-7-3　CSB新千葉ビル2F 小規模保育事業所

キートスチャイルドケア新田町 中央区新田町10-14 保育所

チャコ保育園 中央区院内2-17-25 保育所

こてはし台幼稚園 花見川区横戸町857 幼稚園 0名 0名 12名

認定こども園　花見川ちぐさ幼稚園 花見川区花見川8-19 認定こども園 0名 0名 12名

キートスチャイルドケア幕張本郷 花見川区幕張本郷7-5-1 保育所

キートスチャイルドケア園生町 稲毛区園生町1030-2 保育所

稲毛幼稚園 稲毛区稲毛町5-100-1 幼稚園 0名 0名 10名

轟保育所 稲毛区轟町1-12-13 保育所

アストロベースキャンプ保育園 稲毛区稲毛東4-7-17 保育所

1名

4名

花見川

稲毛

定員数/時間

5名

1名

1名
中央

名称 住所 施設類型

2名

3～5名

2名



試行事業実施認定施設の状況（R6.9. 1現在）

３ 試行的事業の概要

１０

0歳児 1歳児 2歳児

聖メリー学園スタディドミトリー 若葉区千城台南1丁目17番1号 職員寮兼研修施設

キートスチャイルドケアみつわ台 若葉区みつわ台2-36-8 小規模保育事業所

キートスチャイルドケア桜木 若葉区桜木6-3-46 保育所

旭ケ丘保育園 若葉区都賀1-1-1 保育所

すずらん保育園 若葉区若松町2106-3 保育所 0名 2名 0名

野呂保育所 若葉区野呂町622 保育所

小倉台保育園 若葉区小倉台4-6-2 保育所

認定こども園　白梅幼稚園 緑区誉田町2-24 認定こども園 0名 0名 3名

認定こども園　土気中央幼稚園 緑区土気町1630-1 認定こども園 0名 0名 18名

認定こども園　あすみ中央幼稚園 緑区あすみが丘6-23-2 認定こども園 0名 0名 12名

キートスチャイルドケアおゆみ野南 緑区おゆみ野南1-18-1 保育所

アスク海浜幕張保育園 美浜区中瀬1-3　幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝ東中央館CD棟1F 保育所 0名

幸認定こども園 美浜区幸町1-17-6 認定こども園 3～5名
美浜

2名

1名

1名

1名

7名

若葉

2名

緑

名称

3～5名

12名

住所 施設類型
定員数/時間



千葉市

利用者保育所など

③事業広報

②事業実施認定

①事業実施申請

④利用認定申請

⑤利用認定通知

⑥事前登録・利用申込

⑧料金徴収

⑨利用状況等報告

⑩補助金支払

３ 試行的事業の概要

⑦施設利用

１１

・市政だより ・X
・子育て支援施設・こども家庭課にてチラシ配架
・健診（4か月、1歳6か月）時チラシ配布



○ 利用者認定状況 （７月３１日時点）

０歳児１１８人

１歳児１５３人

２歳児  ８６人

         計357人⇒対象となるこどものの約5％が申請

○ 利用状況 （７月利用分）

０歳児 １１人

１歳児 １９人

２歳児   ２５人

計55人⇒利用認定者のうち約15％のこどもが利用

４ 試行的事業の現状

１２

＜対象となるこどもの人数＞
０歳６カ月～３歳未満児のう
ち、保育所利用等のこどもを差し
引いた人数⇒約7,０00人



５ 他都市の状況

１３

全国  ：１１５自治体
政令市：堺・静岡市除く１８市
千葉県：千葉・市川・松戸・

 野田・成田市の５市



５ 他都市の状況

１４

試行的事業の政令市実施施設等まとめ

公立

保育園

公立

幼稚園

公立

認こ

私立

保育園

私立

幼稚園

私立

認こ

私立

小規模

その他

（認可外、企

業主導型等）

計

札幌市 4 6 3 13

仙台市 2 2 4

さいたま市 10 15 4 2 31

千葉市 2 1 11 2 5 2 1 24

横浜市 2 4 4 1 2 1 14

川崎市 5 24 2 3 3 8 45

相模原市 4 2 5 2 14 27

新潟市 0

浜松市 5 5 11 5 26

名古屋市 2 2

大阪市 1 3 1 10 1 1 17 0歳児は160円/時の加算

京都市 2 2 6 10

神戸市 1 3 16 3 23

岡山市 1 3 3 2 9

広島市 1 8 3 15 11 1 39

北九州市 4 4 6 14

福岡市 6 2 8 14 2 32 月40時間を上限、障害児は1,000円/時の加算

熊本市 8 8

23 0 4 94 37 118 48 14 338

実施施設
市独自の取組み

（京都市調べ）

未公表



５ 他都市の状況

１５

独自の取組みを行う福岡市



６ 現時点で考えられる課題・検証方法

１６

こども家庭庁が公表した「中間とりまとめ」においては、事業の意義や効果を強調しつつも、多く
の課題が挙げられており、また、本市の保育所、認定こども園等の運営状況に照らしても、様々
な課題が想定される。
したがって、R7法制化・R8給付化に当たり、事業を円滑にスタートするとともに、所期の効果を
挙げるためには、本試行における検証が極めて重要と認識。
■課題項目
⚫ 保育士の確保在園児と合同で保育する場合の保育内容、通常保育への影響
⚫ 事業者における収支
⚫ 利用時間（上限月１０時間の妥当性）
⚫ 利用児童が慣れるまでのフォロー（親子通園）
⚫ 障害のある児童の受入れ、支援、食事や補食の取扱い（アレルギー対応含む）
⚫ 事業者及び自治体の事務負担
■検証方法（案）
⚫ アンケート・ヒアリングの実施（事業者（保育従事者）、利用認定者）
⚫ 実施事業者間の意見交換会の実施
⚫ 利用状況分析（年齢別・地域別）
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